
 第６８号議案 

 

 

亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和

元年亀岡市条例第５０号）の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

 

   令和４年３月７日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和

元年亀岡市条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３２条を第３３条とし、第３１条の次に次の１条を加える。 

 （最低賃金額を下回る会計年度任用職員の給料額及び報酬額） 

第３２条 第１６条第１項及び第２６条第１項の規定により算出し

た額が最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）第３条に規定す

る最低賃金額を下回る場合は、勤務１時間当たりの額が同法に規

定する地域別最低賃金において定める最低賃金額となる額を給料

額及び報酬額とする。 

 別表第１に備考として次のように加える。 

備考 勤務条件を考慮し、市長が規則で定める職にある者の給料

月額は、この表の額に４，０００円をそれぞれ加算した額と

する。 
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   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の改正

規定は、令和４年２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ 改正後の亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例（以下「改正後の条例」という。）の規定を適用する場合に

おいては、改正前の亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例

の規定による給与の内払とみなす。 
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亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例案要綱 

 

 

１ 新型コロナウイルス感染症及び少子高齢化への対応が重なる保

育所等に勤務する者の処遇改善のため、給料月額の加算に関する

規定を設けること。 

 

２ その他所要の規定整備を図ること。 

 

３ この条例は、公布の日から施行すること。ただし、１の改正に

ついては、令和４年２月１日から適用すること。 
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